
 養護教諭在校時 . 

 ○養護教諭は傷病の状況や程度を判断し、救急処置を行い、傷病の程度を、学校長・副校

長・学級担任に報告する。 保護者への連絡は、状況を把握している学級担任が行う。 

○保護者への児童の引渡しは、校内または保護者が希望した医療機関で行う。傷病の状況

や程度によっては、確定診断・処置が終了するまで同行し、保護者とともに医師より診

断結果を聴取し指示を受ける。 

 ○必要に応じ、学校長判断で、救急車を要請する。（手配は学校長・副校長） 

 

 養護教諭不在時 . 

 ○学級担任または副校長が養護教諭の任務を代行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


